
気象庁 臨時的任用職員募集 

 

【勤 務 先】 気象庁総務部総務課広報室（２階） 

 

【勤 務 地】 東京都港区虎ノ門３－６－９ 

               ※テレワークを一部併用する可能性あり。 

 

【募集人員】 １名 

 

【応募資格】 １．高校卒業以上の方で障害者手帳をお持ちの方。 

       ２．業務上必要なソフトウェア（Windows11、Word、Excel、 

Power Point、Microsoft Teams、Outlook 等）の操作に 

習熟していること。 

       ３．次の①と②のいずれにも該当する者。なお、証明書等を提出で

きない場合や虚偽の記載がなされている証明書等があった場合

は、採用を取り消すことがあります。 

① 次に掲げる手帳等のいずれかの交付を受けている者であるこ

と。なお、これらの手帳等は受験申込日、受験日当日及び採用

日当日において有効であることが必要です。 

（ア）身体障害者手帳 

（イ）身体障害者福祉法第 15 条の規定により都道府県知事の定 

める医師が、当該都道府県において同条の申請に用いられる

様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の雇

用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記

載された診断書・意見書 

（ウ）産業医又は人事院規則 10－４第９条等に規定する健康管 

理医による前号に準じる診断書・意見書（心臓、じん臓、呼

吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス

による免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。） 

（エ）都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育 

手帳等又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福

祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センタ

ーによる知的障害者であることの判定書 

（オ）精神障害者保健福祉手帳 

② 次のいずれにも該当しない者であること。 

（ア）日本の国籍を有しない者 



（イ）国家公務員法第 38 条の規定により国家公務員となるこ 

とができない者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又

は その刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受け

ることがなくなるまでの者 

・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、そ 

の処分の日から２年を経過しない者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す 

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに

加入した者 

（ウ）平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を 

受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外) 

 

【業務内容】 １．電話・来訪者対応 

２．記者会見及び報道発表対応補助 

３．新聞記事の収集、放送録画確認 

４．報道機関との会議等の運営補助 

５．その他、指示する業務補助 

 

【給 与】 月額 １９４，５２０円～ 

       （学歴、勤務経験等を考慮して決定） 

       別途通勤手当等支給 

 

【任用期間】 令和７年４月１７日から令和７年７月１８日まで 

 

【勤務時間】 いずれかの時間帯 

１． ８時３０分～１７時１５分（内休憩時間６０分） 

２． ９時０５分～１７時５０分（内休憩時間６０分） 

３． ９時３０分～１８時１５分（内休憩時間６０分） 

 

【休 日】 土日、祝日、（年末年始の行政機関の休日を含む） 

 

【必要書類】 履歴書(写真付) １通 

職務経歴書 

※業務遂行上の配慮等の確認のため、障害の状況や配慮事項等を可能 

な範囲で応募書類にご記入ください。 

※必要書類は後日返却致します。 



※採用が決まった後、高校及び大学等の卒業証明書、職歴証明書を２

週間以内に提出をお願いいたします。  

  

【選考方法】 書類選考のうえ、面接及び実技試験（または作文試験）を実施します。  

  

【応募方法】 必要書類を令和７年４月１日（火）必着にて応募先まで送付してくだ

さい。 

応募締切後、書類選考合格者には、令和７年４月４日（金）までに面

接日時を連絡します。  

  

【応 募 先】 〒１０５－８４３１ 東京都港区虎ノ門３－６－９ 

気象庁総務部総務課秘書係 

担当：永田（ながた） 

TEL （０３）６７５８－３９００ 内線２１０６ 

 

 


